
   ○長崎県市町村職員共済組合監事の報酬支給規程 

 

昭和３９年３月９日 

規 程 第 １ ５ 号 

 

改正  

 昭和３９年 ３月 ９日規程第 １５号 昭和４５年 ２月２５日規程第 ４４号 

 昭和４５年 ３月１０日規程第 ４５号 昭和４６年 ４月１５日規程第 ５２号 

 昭和４８年 ４月１５日規程第 ６２号 昭和５０年 ３月１４日規程第 ７５号 

 昭和５２年 ３月２９日規程第 ８２号 昭和５６年 ３月 ９日規程第 ９５号 

 平成 ３年 ３月 ５日規程第１２５号 平成１５年 ３月 ６日規程第１９２号 

 平成３０年１２月 ３日規程第２７１号 

 

 （目的） 

第１条 この規程は、長崎県市町村職員共済組合定款第２９条第２項の規定に基づき

学識経験を有する監事の報酬について必要な事項を定めることを目的とする。 

 （学識経験を有する監事の報酬） 

第２条 学識経験を有する監事の報酬は、年額報酬とする。 

２ 前項の報酬額は年額１２万円とする。ただし、年の中途で内払いすることができ

る。 

３ 年の中途において就職又は退職したときは、その日から、又はその月までとし支

給額は月額計算とする。 

   附 則（昭和３９年３月９日規程第１５号） 

 この規程は、公告の日から施行し、昭和３７年１２月１日から適用する。 

   附 則（昭和４５年２月２５日規程第４４号） 

 この規程は、公告の日から施行し、昭和４２年４月１日から適用する。 

   附 則（昭和４５年３月１０日規程第４５号） 

 この規程は、昭和４５年４月１日から適用する。 

   附 則（昭和４６年４月１５日規程第５２号） 

 この規程は、昭和４６年４月１日から施行する。 

   附 則（昭和４８年４月１５日規程第６２号） 

 この規程は、昭和４８年４月１日から施行する。 

   附 則（昭和５０年３月１４日規程第７５号） 

 この規程は、公告の日から施行し、昭和５０年４月１日から適用する。 

   附 則（昭和５２年３月２９日規程第８２号） 

 この規程は、公告の日から施行し、昭和５２年４月１日から適用する。 

   附 則（昭和５６年３月９日規程第９５号） 

 この規程は、昭和５６年４月１日から施行する。 

   附 則（平成３年３月５日規程第１２５号） 

 この規程は、平成３年４月１日から施行する。 

   附 則（平成１５年３月６日規程第１９２号） 

 この規程は、平成１５年４月１日から施行する。 

   附 則（平成３０年１２月３日規程第２７１号） 

 この規程は、公告の日から施行する。 


